
日本医労連は、1988年以降、約5年に1度「看護職員の労働実態調査」を実施してきま
した。
2017年調査は「医療提供体制改革」や「地域医療構想」、2018年に実施される「診療報
酬・介護報酬ダブル改定」にむけて、1年前倒しで実施し、2013年の前回調査を上回る
33,402人分を集約しました。
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2013年の前回調査から4年が経過しました。今回の調査でも、依然として、深刻な人手

不足、取得率の低い年次有給休暇、過酷な夜勤・交替制勤務による過労や疲弊、不
払い労働等、労働基準法違反が横行する実態が浮き彫りになりました。

看護職場のハラスメントも全く改善されていません。そして、過酷な勤務環境が看護職
員の仕事に対するやりがいを奪っています。

このままでは、離職を食い止めることができず、看護現場が崩壊してしまいます。夜
勤・交替制労働の実効ある規制、労働条件を改善し得る増員が切実に求められていま
す。
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今回は、調査項目の中から、「労働環境」の部分を抽出し、まとめたものを報告をしま
す。
明らかになったのは、「人手不足による過重労働」です。
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各設問項目で健康悪化を示すデータはいずれも高値でした。その要因は「人手不足に
よる過重労働」です。
グラフは「１年前に比べた仕事量」を表しており、「大幅に増えた」が21.3％、「若干増え
た」36.7％。
これらを合わせると「増えた」のは58.0％。前回調査同様、約６割にのぼりました。
一方、「減った」は、「若干減った」4.4％と「大幅に減った」1.0％を合わせても5.4％にす
ぎません。

患者の高齢化・重症化、認知症の増加もあり、人手不足を訴える声が多く上がってい
ます。
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「大幅に増えた」を年齢別にみると、「20～24歳」14.7％、「25～29歳」18.4％、「30～34
歳」20.6％、「35～39歳」20.9％、「40～49歳」25.6％、「50～59歳」24.3％と、40歳以上
が高率となっています。
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この結果は、勤続年数でも同様の傾向です。
「大幅に増えた」を継続年数別にみると、「1～3年未満」16.2％、「3～5年未満」19.2％、
「5～10年未満」21.6％と勤続年数が増すとともに増加傾向にあります。

勤続年数の短い層が多い職場で、経験豊富なベテラン層に重い負担となっていること
がうかがえる結果となりました。
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さらに、勤務形態別に「大幅に増えた」をみると、「日勤のみ」14.5％に対して、「日勤と
当直」24.3％、「3交替」24.2％、「日勤と準夜」22.5％、「2交替」20.8％でした。
夜勤のある勤務形態の仕事量がより増えていることがみてとれる結果となっています。
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また、看護体制別に「大幅に増えた」をみると、一般病棟の「7対1」23.4％よりも、「10対
1」27.8％、「13対1」28.1％、「療養病棟」23.9％が高率となっています。
配置人数が低く設定されているところは、仕事量がより増加している結果となりました。
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次に、時間外労働について報告します。
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「日勤」では、規定の始業時間「前」の労働は、「なし」が20.2％。「約30分」が33.9％と最
も多く、「約30分以上」の合計は53.2％となっています。
終業時間「後」は「なし」が12.1％。「約30分以上」の合計は73.9％と前回調査同様に非
常に高率でした。
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また、始業時間「前」の時間外労働「60分以上」を年齢別にみると、若年層ほど高く、
「20～24歳」18.8％、「25～29歳」10.4％に対して、30歳以上では6.2％と減少していま
す。
終業時間「後」についても、「20～24歳」が56.7％、「25～30歳」が53.1％と高く、30歳代
～40歳代も約40％と高率を示しています。
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「準夜勤務」では、時間外労働「なし」が始業時間「前」で21.9％、終業時間「後」で
25.3％。準夜勤務では約8割が時間外労働を行っています。
「約30分以上」の合計は、始業時間「前」で60.4％、終業時間「後」で56.6％。
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「深夜勤務」では、時間外労働「なし」が、始業時間「前」で23.5％、終業時間「後」
20.3％。深夜勤務でも時間外労働は約8割に及んでいます。
「約30分以上」の合計は、始業時間「前」で54.7％、終業時間「後」で63.8％と高率です。
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「2交替勤務」の夜勤では、時間外労働「なし」は、始業時間「前」で28.6％、終業時間
「後」で27.8％となっています。
前回調査と比較して「なし」の割合（特に「前」で7.6ポイント）が減少しています。
「約30分以上」の合計は、始業時間「前」が58.5％、終業時間「後」が58.6％で、「前」
「後」共に増加傾向にあります。
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就業時間「前」「後」60分以上の時間外労働を勤務形態別に比較しました。
長時間労働の「2交替夜勤」前後に「約60分以上」の時間外労働をする者が2割以上も
おり、特に始業前の時間外労働が増加傾向にあります。
また、日勤後「約60分以上」は44％と約半数にせまる状況であり、人手不足による過重
労働で時間内に仕事を終えることが難しくなっていることがよくわかります。
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不払い労働を含む実際の時間外労働では「5時間以上」は64.1％、「20時間以上」で
20.3％、「30時間以上」で8.6％、「50時間以上」も1.8％となっています。

さらに、看護師の「過労死ライン」と言われる（村上優子さんの裁判で明らかになった）
「60時間以上」が0.8％・254人もいました。
これは看護職員全体でみると、約11,360人が過労死ラインで働いていることになり、と
ても危険で深刻な問題と考えます。
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また、今回の調査で不払い労働（サービス残業）の深刻な実態も明らかになりました。
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不払い労働「なし」は31.4％で、約7割が不払い労働（サービス残業）を行っています。
不払い労働「10時間以上」は16.4％、「30時間以上」は2.6％、「50時間以上」も0.5％あ
りました。
これらの構造は、前回調査と全く変わっていません。
本調査で、不払い労働があると回答した18,695人の不払い労働時間の合計は、
164,128時間になります。
時間単価を2,000円（割り増し分含む）とした場合の不払い賃金の総額は、約3億2,826
万円にものぼり、１人平均17,559円/月となります。
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賃金不払い労働の主な業務は、「記録」59.9％、「情報収集」51.0％、「患者への対応」
42.2％が多く、「研修」11.8％、「各種委員会」14.2％などもありました。
当然ですが、これらは全て労働時間です。
2017年1月に厚生労働省が発出した「新ガイドライン」では、
①業務に必要な準備行為
②支持があった場合、即時に業務につくことが求められる待機時間

③実質的に参加が義務付けられている研修・教育訓練の受講なども労働時間としてい
ます。

「新ガイドライン」での学習もすすめながら、時間外労働をしっかりと申請していくことが
必要です。
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年次有給休暇の取得状況についてです。
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年次有給休暇取得の平均値は8.9日。「10日以上」は41.4％でした。
完全消化と考えられる「20日以上」は5.5％しかいません。
一方で「5日以下」は29.9％。全く取れなかった（ゼロ日）も2.7％いました。
年齢別にみると「ゼロ日」は、「25歳以上」では2.4％でしたが、「20歳～24歳」では2倍の
4.8％もいます。
特に、若年層の看護師に年次有給休暇取得を積極的に薦める必要があります。
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休日を屋外の趣味に使用することがストレス解消に有効とされていることから、「休日
の過ごし方」を今回調査で新項目としました。
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休日の過ごし方は、「家事」63.9％、「睡眠」55.5％、「育児・子ども関係」33.7％、「趣味
（屋外）」31.9％、「趣味（屋内）」25.8％の順でした。

「睡眠」が５割を超えていることをみると、日々の疲労の蓄積を解消するために休日は
寝て過ごす人が多く、「趣味」に時間を使えている人は、3～4人に１人と少ない結果に
なっています。
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年齢別にみると「20～24歳」、「25～29歳」では「睡眠」、「趣味」が多く、「30～34歳」、
「35～39歳」、「40～49歳」では「育児・子ども関係」が多い結果でした。
「50～59歳」、「60～64歳」では、「介護」と「自分の受診」を休日にあてる傾向があり、休
日の過し方はライフステージを反映したものになりました。
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「３交替」と「２交替」の「睡眠」・「趣味(屋内)」・「趣味(屋外)」を比べると、連続休暇が多
いとされる「２交替」でも「趣味(屋外)」は11.5％しかいず、予想以上に少ない結果でした。

疲労とたまった家事などのために、自分のためのリフレッシュ時間が圧倒的に不足して
いる実態が明らかになりました。
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休憩時間についてです。
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休憩時間が「きちんと取れている」のは「日勤」24.7％、前回20.9％より3.8ポイント増加
していますが、まだまだ低率です。
また「準夜勤務」14.8％、「深夜勤務」19.9％、「2交替夜勤」19.8％。約7割以上が法律
で定められた休憩時間の取得ができていない実態となっています。
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特に夜勤帯では深刻な状況です。
「準夜勤務」では「全く取れていない」7.4％と「あまり取れていない」36.5％を合わせると
43.9％にも及びます。
また、「深夜勤務」でも「全く取れていない」3.5％と「あまり取れていない」23.7％を合わ
せると27.2％となり、前回調査からの改善はみられていません。
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「2交替夜勤」でも、「きちんと取れている」は僅か19.8％で、「あまり取れていない」
19.1％と「全く取れていない」1.4％とを合わせると、2割は休憩時間が取れていません。
また、「2交替夜勤」で仮眠時間が「きちんと取れている」のは20.1％。「あまり取れてい
ない」18.6％と「全く取れていない」2.8％を合わせると、２割以上が仮眠時間を取れて
いないことになります。

健康や安全にとって有害な長時間夜勤時に休憩や仮眠がとれていないことは重大な
問題です。
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医療・看護事故についてです。
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この3年間にミスやニアミスを起こしたことが「ある」のは82.9％で依然として約8割を超
えています。

年齢別に「ある」の比率をみると、若年層が高率で、年齢があがるほど減少しています
が、「50歳代」でも約8割と高率であることには変わりない結果となりました。

前回調査と比較すると全体的にわずかに減少はしているものの、若手を育成している
余裕がない職場で、とりわけ若年層が医療事故と背中合わせで働いている実態を反
映させていると考えることができます。
また、勤務形態別に「ある」をみると「日勤のみ」72.9％に対して、「3交替」86.8％、「2交
替」84.9％と10ポイント以上も高くなっており、安全の面からも夜勤交替労働の改善が
早急に求められる結果となっています。
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看護職員に「医療・看護事故が続く大きな原因」（上位2つ選択）を聞くと、「慢性的な人
手不足による医療現場の忙しさ」が81.7％と突出して高く、
「看護の知識や技術の未熟さ」36.4％、「交替制勤務による疲労の蓄積」23.6％、「看護
職と医師との連携の悪さ」15.9％の順となっています。
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「医療・看護事故が続く大きな原因」の上位３つを年齢別にみると、
「①慢性的な人手不足による医療の現場の忙しさ」は、20歳～30歳代までで８割を超え
て高率となっており、40歳～50歳代でも７割超えとなっています。
「③看護の知識や技術の未熟さ」は、「20～24歳」56.2％と前回調査同様に突出して高
く、以下「25～29歳」41.0％、「30～34歳」37.8％と年齢とともに減少しています。

これらの結果をみると、医療・看護事故の根本的な要因として、人手不足による多忙さ
や過重労働があることが明らかです。

また、若手職員を育成していけるだけの人員体制の確保、職場環境の改善も喫緊の
課題ということがよくわかります。
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メンタル不調についてです。
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「あなたの職場にメンタル障害で休んだり治療を受けている職員がいますか」との問い
に対して、28.5％が「いる」と答えています。
「いない」が39.7％ですが、「わからない」も30.3％いました。
回答者の約3割が、メンタル障害で休んだり治療を受けている職員がいる職場で働い

ていることになります。
一方、職場の仲間がメンタル障害に罹患しているか「わからない」職員が約3割もおり、

忙しい現場実態の中で周囲を見渡したり、十分なコミュニケーションを取る余裕さえも
奪われている可能性があります。
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ハラスメントについてです。
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セクハラを受けることが「よくある」0.8％と、「ときどきある」10.8％を合わせると11.6％と
なります。
セクハラを受けた者に「誰から受けたか」を聞くと、その割合は「患者」が71.5％と最も
多く、前回同様7割を超えている。
次に多いのは「医師」で23.3％でした。
また、年齢別にみると、「患者」からのセクハラは、「30歳以上」は約7割であるが、「20
～24歳」86.3％、「25～29歳」81.0％と若年層で非常に高い結果となりました。
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パワハラを受けたことが、「よくある」5.0％と、「ときどきある」24.0％を合わせると28.9％
になります。4人に1人以上がパワハラを受けている職場状況の改善が求められます。
パワハラを受けた者にその相手を聞くと、「看護部門の上司」が57.9％と最も多く、次い
で「医師」41.2％、「同僚」18.4％、「患者」17.0％の順でした。
また「看護部門の上司」からのパワハラは、「40歳代以上」では49.3％でしたが、「25～
29歳」で70.6％、「20～24歳」77.7％と若年層ほど高くなっており、若い新入看護師の離
職理由になっているとも考えられます。

安全衛生委員会等も活用し、事業所全体の問題としてセクハラ、パワハラ問題に取り
組む必要があります。
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また、マタハラを受けた経験が「ある」という方は、10.5％となっています。
マタハラを受けた相手は、「看護部門の上司」が66.4％で最も多く、次いで「同僚」
34.1％です。

具体的内容の記載では、「貴方が妊娠したことで周りに迷惑がかかる」「戦力外」と言
われた。体調が悪くても休めず、結果流産した。など、とてもつらい経験が書かれてい
ました。

祝福されて当然の新しいいのちが、ハラスメントの対象となっている実態は、とても深
刻な問題であり、許されることではありません。
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まとめです。
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調査結果から、看護職場の人手不足と過重負担は依然深刻であり、過酷な実態が明
らかになりました。

この間の運動で、勤務環境改善支援センターの全県設置や勤務環境改善のためのガ
イドラインの策定、基金設立、初めて実施された厚労省の「病院調査」など改善面は
あったものの、現場実態の改善には至っていません。
働き続けられる勤務環境整備のためには、法的な規制を設けさせることが必要です。
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このままでは、安全安心な医療・看護の提供が危ぶまれる、本当に深刻な事態です。

自分や一緒に働く仲間のために、そして大切な患者さん・利用者さんのために、現場
の実態を世間に広めましょう。
声には大きな力があります。
わたしたちの先輩たちは白衣で地域に出て、実態を声にあげ、540万筆もの署名を集
めて「看護師確保法」を制定させました。
全国で力をあわせて行動をおこせば、この大変な状況を変えることは可能です。

43



日本医労連は2014年9月に「めざすべき看護体制の提言」を発表しました。
「病棟」についての記載から一部抜粋して読み上げます。
（スライドの通り読み上げる。次スライドあり。）
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（スライドの通り読み上げる。次スライドあり。）
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これらをもとに、休みを保障する指数を計算すると、2.39になります。
ここから、１看護単位（40床）の看護職員必要数を計算すると、49人となります。
厚労省の報告によると、2015年の医療機能別病床数の合計は171万3,660床です。
171万床として、全国の看護職員の必要人員数を算出すると、210万人となります。
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外来、訪問看護等も合わせると、全体で300万人必要であり、現状の２倍以上の看護
体制が求められます。
政府推計では、高齢化がピークとなる2025年には看護職員200万人が必要としていま
すがそれでも、100万人足りません。
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大幅増員・夜勤改善の運動をさらにすすめ、看護職員が健康でいきいきと働き続けら
れる労働環境の実現を目指して、全国の仲間とで力を合わせて頑張りましょう！
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